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復興対象地区の設定に基づき、復興まちづくりが必要な地区において市から声掛けを行い、

地域復興協議会を立ち上げる。 

市による地区復興まちづくり計画原案等の説明を受けて、協議会は、地域住民の意見を集約

し、それを提案書としてまとめ市に提出する。 

市は提案書や説明会等での意見を反映し、最終的に地区復興まちづくり計画を策定する。 

第１節 

地区復興まちづくり計画の策定 
 

■本節に関わる業務の関連フロー 

発災後 1 週間            1 ヶ月           3 ヶ月            6 ヶ月 

地区復興まちづくり計画
原案等の説明会開催 

計画原案等への意見
を集約する(協議会） 

地区復興まちづくり計画
等の策定 

提案書の作成 
市へ提出(協議会） 

地区復興まちづくり計画
案等の作成・説明会 

都市復興基本計画の
策定・公表 

(第２章３節４） 

(第２章１節１） 

地域復興協議会の 
発足 家屋被害概況調査 

(第２章２節２） 

復興対象地区の 
公表 

(第２章３節３） 

地区復興まちづくり 
計画原案等の作成 

 

 

 

：本節の重要項目 

：本節の項目 

：他の節から参照 
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《行動のあらまし》 
● 地域復興協議会は、地区の復興まちづくりの住民窓口として地域住民により組織されるも

のである。 
● 家屋被害概況調査(第２章１節１「家屋被害概況調査」P2-2 参照)の結果を受け、大被害

地区の町丁目を含む既存の地元組織に対し、協議会組織の立ち上げに向けた声掛けを行う。 
● 地元組織では、協議会の発足に向けて協議会役員の選出、協議会委員の募集方法の決定ま

でを行う。 
● 復興対象地区内の地元組織の役員が協議会設立のため、協議会の規約の作成や協議会役員

の選出等を行う。 
● 協議会設立総会を開催し、役員選任の承認を得る。 
 

《行動の手順》(【 】内は実施責任担当課。点線枠は災害対策本部の仕事。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

各行動段階の手順と方法 
❶市は、大被害地区の町丁目を含む地元組織に対し協議
会組織の立ち上げに向けた声掛けを実施 

❷協議会のメンバー及び役員選出を依頼 
 
❶都市基盤の整備状況及び被害状況に応じて、復興対象
地区を決定し、公表する。(第２章２節２「復興対象地
区」P2-18参照) 

❶復興対象地区内の地元組織役員が、協議会規約(案)の作
成や役員を選出 

❶設立総会開催に向け土地、建物等権利者へ連絡し、住
民には広報等により周知 

❷開催場所の確保 
❸総会は、協議会役員により進行 
❹市から今後の復興の流れを説明 
❺協議会設立や役割の周知 

地域 
1 節1 

第１節 地区復興まちづくり計画の策定 

地域復興協議会の発足 

主管課 街づくり推進課 関係部課 地域防災課、地域振興課、 
臨海整備課、地域整備課 

 

地域振興課、地域防災課(自主防災組織）と調整 
行徳地区が対象の場合、地域整備課、臨海整備課と
調整 

発災 

被災後～２ヶ月 

被災後～１ヶ月

協議会規約作成・ 
役員の選出 
《地元組織》 

【街づくり推進課】 

復興対象地区の公表 
【都市計画課】 

被災後～３ヶ月 

被災後１～２週間 

 

 

地元組織への協議会 
立ち上げの声掛け 
【街づくり推進課】 

協議会総会の開催 
協議会の発足 
《復興協議会》 

【街づくり推進課】 
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事
前
準
備 

◆ 規約案を準備しておく。 
 

留
意
事
項 

◆ 地元組織が発足していない地域においては、協議会立ち上げに向けて、個人へ
の声掛けも検討する。 

◆ 協議会が複数地元組織からなる場合は、組織相互で連携して役員を選出する。 
◆ 協議会は地区住民の代表となる組織であることから、代表性が担保されるよう

一定の要件のもと設立されるものとする。 

検
討
課
題 

◆ 地区外避難者への連絡方法を検討する。 
◆ 協議会を地域復興組織として、住民に事前に認められる手法を検討する。 
◆ 地元組織が発足していない地域における、協議会立ち上げ方法を検討する。 
◆ 地域協働復興推進条例の整備について検討する。 
◆ 住民代表となるよう、加入率等の要件を検討する。 
 

発災 避難生活期 復興始動期 本格復興期 
～１週間 ～２週間 ～１ヶ月 ～２ヶ月 ～４ヶ月 ～６ヶ月 ６ヶ月～ 

 

本格復興期 復興始動期 避難生活期 発災 

 

この頁で必要な物品 
□規約案 
□ 
□ 
□ 
 

□ 
□ 
□ 
□ 
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地域協働復興推進のための条例(案)の概要 
 

市民等の行動 市の活動 

平常時における支援 
(第 15条、第 16条) 

都市復興基本計画の案の策定と 
意見等の反映(第 11条第２項） 

専門家派遣等 
(第 14条) 

震災復興事業計画 

復興市民組織 
(第２条第２号、第９条) 

地域復興協議会の設立 地域復興協議会としての認定 
(第 10条) 

地
域
復
興
協
議
会
の
活
動 計画等への提案書作成 

(第 11条第 1項) 

震災復興事業の推進と 
意見等の反映(第 11条第２項） 
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市川市地域協働復興推進条例(案) 

 
 
   第 1章 総則 
(目的) 
第 1 条 この条例は、地震による災害(以下「震災」という。)に備えて、震災後の地域社会の
復興に関し、基本理念並びに市長、市民、事業者及び復興市民組織の責務を明らかにすると
ともに、地域協働復興に関する活動の促進その他の施策の基本的な事項を定めることにより、
地域社会の復興に関する対策を総合的かつ計画的に推進し、もって個性豊かで活力に満ちた
地域社会の復興を実現することを目的とする。 

 
(定義) 
第 2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると
ころによる。 

 一 地域協働復興 震災後において、市民(市内の土地又は建物に関し権利を有する者を含
む。以下同じ。)が相互に協力し、事業者、ボランティア及び市長その他の行政機関との
協働により、自主的に地域社会の復興を進めることをいう。 

 二 復興市民組織 地域協働復興に関する活動を行う組織をいう。 
 
   第 2章 基本理念 
(地域社会の復興に関する役割分担) 
第 3 条 地域社会の復興は、震災により被害を受けた市民及び事業者(以下「市民等」とい
う。)の自助及び共助の精神に基づく活動及び速やかな地域社会の復興が可能となるための
適切な公的支援により実現されなければならない。 

 
(総合的課題への対応) 
第 4 条 地域社会の復興は、地域社会の復興に係る福祉、環境、産業、まちづくり等の課題

が総合的かつ計画的に解決されるよう実施されなければならない。 
 
(地域の自主的な復興活動) 
第 5 条 すべての市民等は、地域社会の復興に当たっては、自主的な活動の下、地域の自然、
歴史、文化等を生かした、豊かで活力に満ちた地域社会を実現するよう努めなければならな
い。 

 
   第 3章 市長等の責務 
(市長の責務) 
第 6 条 市長は、前章に規定する基本理念(以下「基本理念」という。) にのっとり、地域社

会の復興を図るため、あらゆる施策を通じて最大の努力を払わなければならない。 
2  前項の目的を達成するため、市長は、地域社会の復興に当たっては、市民等がその活動
に参加するための条件を整備するとともに、復興市民組織が基本理念を踏まえて行う地域協
働復興に関する活動について必要な支援及び協力を行うよう努めるものとする。 

地域協働復興推進のための条例(案) 
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(市民の責務) 
第 7 条 市民は、基本理念にのっとり、地域社会を支える一員としての責任を自覚し、地域
協働復興に対する理解を深めるとともに、震災後においては、相互に協力して自らの地域社
会の復興に努めなければならない。 

2  市民は、復興市民組織が基本理念を踏まえて行う地域協働復興に関する活動に協力する
よう努めなければならない。 

 
(事業者の責務) 
第 8 条 事業者は、基本理念にのっとり、市長が実施する地域協働復興に関する施策及び復
興市民組織が基本理念を踏まえて行う地域協働復興に関する活動に協力するとともに、事業
活動に当たっては、その社会的責任を自覚し、震災後の地域社会の復興を図るため、最大の
努力を払わなければならない。 

 
(復興市民組織の責務) 
第 9 条 復興市民組織は、基本理念にのっとり、地域協働復興に関する活動が、広く市民等
の理解の下に実施されるよう努めるものとする。 

 
   第 4章 地域協働復興 
    第 1節 地域復興協議会 
(地域復興協議会の認定) 
第 10 条 市長は、地域協働復興を促進することにより地域社会の復興を効果的に推進するた
め、次に掲げる要件を満たす復興市民組織を、地域復興協議会として認定することができる。 

  一 その活動を行う区域(以下「協働復興区」という。)を明示していること。 
  二 主たる構成員が協働復興区の市民等であること。 
  三 協働復興区の市民等の自主的参加の機会が保障されていること。 
  四 地域復興協議会の設立が協働復興区の市民等の多数の支持を得ていると認められるこ

と。 
  五 名称、目的、事務所の所在地その他の規則(以下「規則」という。)で定める事項を記

載した規約を定めていること。 
2  復興市民組織は、前項の規定による認定を受けようとするときは、規則で定めるところ

により市長に申請しなければならない。 
3  市長は、第 1項の規定による認定をしたときは、その旨を告示しなければならない。 
 
(地域復興協議会の活動) 
第 11 条 地域復興協議会は、地域協働復興の活動を通して、次に掲げる内容について検討し、

市長に提案することができる。 
 一 協働復興区に係る都市復興基本計画の案の策定に関すること。 
 二 協働復興区における震災復興事業の推進に関すること。 
 三 前二号に掲げるもののほか、地域協働復興の推進に関して必要な事項 

2  市長は、前項の提案を受けた場合、地域復興協議会の意見を反映することができるよう必
要な措置を講ずるものとする。 
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(規約の変更) 
第 12 条 地域復興協議会は、第 10 条第 1 項第 5 号に規定する規約を変更しようとするとき
は、規則で定めるところにより市長の承認を受けなければならない。 

2  第 10条第 3項の規定は、前項の規定による承認について準用する。 
 
(認定の取消し) 
第 13 条 市長は、地域復興協議会が第 10 条第 1 項各号に掲げるいずれかの要件を欠いたと
きその他規則で定める要件に該当するときは、同項の規定による認定を取り消すことができ
る。 

2  第 10条第 3項の規定は、前項の規定による取消しについて準用する。 
 
     第 2節 地域復興協議会への支援等 
(地域復興協議会への支援) 
第 14 条 市長は、地域復興を推進するため、地域復興協議会に対し、情報の提供、専門家等
の派遣その他必要な支援を行うよう努めなければならない。 

 
 
   第 5章 平常時における取組 
(地域づくり活動の推進等) 
第 15 条 市長は、地域協働復興が円滑に行われるよう、平常時から市民等と協働して、防災
まちづくり活動その他の地域づくり活動を推進するとともに、復興市民組織の育成に努めな
ければならない。 

 
(平常時の支援) 
第 16 条 市長は、平常時における復興市民組織の活動を促進するため、復興市民組織に対し、
情報の提供、相談体制の充実、資器材の提供その他必要な支援を行うよう努めなければなら
ない。 
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《行動のあらまし》 
● この説明会は、甚大な被害を受けた被災地域の復興まちづくり事業を図るため、市から地

区復興まちづくりの方針を提示するため行うものである。 
● 地区復興まちづくり計画等は、都市復興基本計画(骨子案)を踏まえ、地区別の復興施策の

具体化を図るため市が策定するものである。(第２章３節３「地区復興まちづくり計画等」
P2-32参照) 

● 住民はこの説明会で示された計画原案等をたたき台として検討し、住民合意による提案を
市にすることになる。(第 3章 1節 3「地区復興まちづくり提案の検討に係る支援」P3-
10参照) 

 
《行動の手順》(【 】内は実施責任担当課。点線枠は災害対策本部の仕事。) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

各行動段階の手順と方法 
❶計画原案等を広く住民に周知するため、広報などを活
用 

❷市と協議会が協力して、地域外避難者にも周知 

❶市が主催者となり、地区復興まちづくり計画原案等の
説明会を開催 

説明会開催の広報・周知 
【街づくり推進課】 

発災 

被災後２～３ヶ月 

地域 
1 節2 

第１節 地区復興まちづくり計画の策定 

地区復興まちづくり計画原案等説明会 

主管課 街づくり推進課 関係部課 臨海整備課、地域整備課 

 

地区復興まちづくり計画 
原案等住民説明会の開催 
【街づくり推進課】 

被災後２～３ヶ月 

行徳地区が対象の場合、地域整備課、臨海整備課と
調整 
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事
前
準
備 

◆ 従前の計画(都市計画道路、地区計画等)を把握する。 

留
意
事
項 

◆ 第２章都市の復興も参考にする。 
 

検
討
課
題 

◆ 地域外避難者への周知手段を検討する。 

 

この頁で必要な物品 
□地区復興まちづくり計画原案等 
□意見記録集 
□ 
□ 
 

□ 
□ 
□ 
□ 
 
 

発災 避難生活期 復興始動期 本格復興期 
～１週間 ～２週間 ～１ヶ月 ～２ヶ月 ～４ヶ月 ～６ヶ月 ６ヶ月～ 

 

本格復興期 復興始動期 避難生活期 発災 
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《行動のあらまし》 
● 市は、地域復興協議会が行う以下の活動に対して、各種支援を行う。 
● 協議会は、まちづくり支援専門家の支援を受け、市が提案した地区復興まちづくり計画原

案等に対し、住民意見をまとめたまちづくり提案書を作成する。 
● 協議会が地域に広報し、説明会を開催し、意見を集約する。 
● 住民合意を得てから、市に提案書を提出する。 
 
《行動の手順》(【 】内は実施責任担当課。点線枠は災害対策本部の仕事。) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

各行動段階の手順と方法 
❶市の計画原案等に対し、協議会がアンケートや説明会
等を行い、被災者の意見を集約 

 

❶まちづくり支援専門家の支援を受け、住民提案書(案)を
作成 

❶協議会が提案書(案)の説明会を行い、住民合意 
❷市は、説明会に参加 
❸広報等を行い、参加できなかった市民への周知を図る
とともに、意見を集約 

❶説明会の意見等をふまえて、提案書を修正 

❶協議会は、提案書を復興本部に提出 

地域 
1 節3 

第１節 地区復興まちづくり計画の策定 

地区復興まちづくり提案の検討に 
係る支援 

主管課 街づくり推進課 関係部課 臨海整備課、地域整備課 

 

計画原案等への意見集約 
《協議会》 

提案書の修正 
《協議会》 

 

 

 

提案書(案）の住民説明会 
《協議会》 

提案書(案）の作成 
《協議会》 

被災後３～４ヶ月 

 

提案書の提出 
《協議会》 

被災後～5ヶ月 

行徳地区の場合は、地域整備課、臨海整備課とも調整 

被災後４～５ヶ月 

 

 

発災 
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事
前
準
備 

◆ 提案書のまとめ方(雛形)を作成する。 
◆ 提案書の提出手順を決めておく。 

留
意
事
項 

◆ 近隣街区の地区復興街づくり計画と調整する。 
◆ 住民意見、住民合意のもと、進める。 
◆ 既存計画と整合を取る。 

検
討
課
題 

◆ 検討の過程で職員・専門家・住民との信頼関係を構築する方法について検討す
る。 

◆ 提案書への住民合意の考え方(何をもって住民合意とするか)及び反対意見の対応
を検討する。 

◆ 専門家派遣の仕組みづくりを検討する。 

 

この頁で必要な物品 
□提案書(雛形) 
□提案書提出手順(マニュアル) 
□ 
□ 
 

□ 
□ 
□ 
□ 
 
 

発災 避難生活期 復興始動期 本格復興期 
～１週間 ～２週間 ～１ヶ月 ～２ヶ月 ～４ヶ月 ～６ヶ月 ６ヶ月～ 

 

本格復興期 復興始動期 避難生活期 発災 
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■まちづくり専門家の配分調整 

 非常時の参加型まちづくりを迅速に進めるためには、市において、同時に多くのまちづくり
専門家の協力が必要となることから、効率的にまちづくり専門家を動員するために、専門家の
登録リストを作成するなどして、専門家の配分調整を行う。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

専門家派遣制度の体制 
 
 

【専門家派遣の流れ】 

市 登録専門家リスト 

要請 推薦 

 

協力依頼 

大学、その他協力団体 

地域復興協議会 
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《行動のあらまし》 

● 住民からのまちづくり提案書をふまえ、市で地区復興まちづくり計画等の案を作成する。 
● 計画案については、説明会を開催し、意見の反映を行う。 
● 市民意見の反映を行い、地区復興まちづくり計画等を策定する。(第２章３節３「地区復

興まちづくり計画等」P2-32参照) 
  (地区復興まちづくり計画等とは、地区の全体像を明らかにする「地区復興まちづくり計

画」、それを実現するための個々の事業についての「復興都市計画、修復型事業計画」か
らなる) 

 
《行動の手順》(【 】内は実施責任担当課。点線枠は災害対策本部の仕事。) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

各行動段階の手順と方法 
❶市は、協議会の提案を踏まえて計画案を作成 

❶計画案作成後、住民説明会を開催し、合意 

❶住民合意後、計画書を作成 
❷都市計画審議会等で計画書を審議し、地区復興ま
ちづくり計画等を確定 

➌計画書を広報等で周知 

地域 
1 節4 

第１節 地区復興まちづくり計画の策定 

地区復興まちづくり計画等の策定 

主管課 街づくり推進課 関係部課 臨海整備課、地域整備課 

 

被災後５～６ヶ月 

 

 

地区復興まちづくり 
計画等の案の作成 
【街づくり推進課】 

地区復興まちづくり 
計画案等説明会の開催 
【街づくり推進課】 

地区復興まちづくり 
計画等の策定・広報 
【街づくり推進課】 

被災後 6ヶ月 

 

 行徳地区の場合は、地域整備課、臨海整備課とも調整 

被災後５～６ヶ月 

 

 

発災 
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事
前
準
備 

 

留
意
事
項 

◆ 住民提案が反映されたものとする。 
◆ 個々の計画について、道路等の都市基盤関連部署や財政部署と連携を図る。 

検
討
課
題 

◆ 地区復興まちづくり計画案等の住民合意に対する考え方(何をもって住民合意と
するか)を整理しておく。 

 

この頁で必要な物品 
□ 
□ 
□ 
□ 
 

□ 
□ 
□ 
□ 
 
 

発災 避難生活期 復興始動期 本格復興期 
～１週間 ～２週間 ～１ヶ月 ～２ヶ月 ～４ヶ月 ～６ヶ月 ６ヶ月～ 

 

本格復興期 復興始動期 避難生活期 発災 
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  地域における合意形成の流れ 

重点復興地区の設定 復興促進地区の設定 

市が地区復興まちづくり計画原案等及び
個別事業の整備計画原案を作成 

復興誘導地区・一般地区の設定 

地域復興協議会を組織化 協議会を組織化できない 

行政による計画の 
策定及び事業の推進 

まちづくり計画についての検討、 
協議会提案の作成 

まちづくりについての継続的な検討及び 
復興事業の推進(施設の管理等） 

説明会やアンケート等
での意向把握 
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地域復興協議会は、まちづくり支援専門家の支援を受けて、復興まちづくりの住民窓口とし

て、市と地区復興まちづくり計画等に関する協議等を行う。 

また、協議会は市と連携した広報活動により、地域住民に対し復興まちづくりに関する情報や

市との協議の経過等を周知するほか、相談会やイベントの開催等の活動を行う。 

第２節 

地域復興協議会の支援と運営 
 

■本節に関わる業務の関連フロー 

(第３章１節１） 

地域復興協議会の 
発足 

広報の作成と配布 

協議会事務所の 
開設 

まちづくり支援専門家
の派遣 

発災後 1 週間             1 ヶ月          3 ヶ月                6 ヶ月 

生活再建相談会・イベントの開催 

協議会の運営 

 

 

 

：本節の重要項目 

：本節の項目 

：他の節から参照 



第３章 地域協働復興 

3－18 

 
《行動のあらまし》 
● 協議会事務所は、地域復興協議会の活動拠点として、復興対象地区周辺の既存公共施設等

を活用する。 
 
 
《行動の手順》(【 】内は実施責任担当課。点線枠は災害対策本部の仕事。) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

各行動段階の手順と方法 
❶協議会活動拠点として、既存の公共施設等のスペース
を活用して協議会事務所を設置 

 

❶広報の発行による周知 
❷市は広報の発行、地区外避難者への通知等を支援 

被災後２～３ヶ月 

 
協議会事務所の開設 

《協議会》 
【街づくり推進課】 

協議会事務所開設の 
住民周知《協議会》 
【街づくり推進課】 

地域 
2 節1 

第 2節 地域復興協議会の支援と運営 

協議会事務所の開設 

主管課 街づくり推進課 関係部課 臨海整備課、地域整備課 

 

行徳地区の場合、地域整備課、臨海整備課とも調整 

発災 
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事
前
準
備 

 

留
意
事
項 

 

検
討
課
題 

◆ 事務所運営費用の負担(補助金対象の確認)について検討する。 
◆ 地区周辺の既存公共施設が使用できない場合の代替施設を検討する。 
◆ 被災者のニーズに応じた専門員の確保について検討する。 
 

 

この頁で必要な物品 
□相談内容記録書 
□電話 
□パソコン 
□ファックス 
 
 

□プリンター 
□ 
□ 
□ 
 
 

発災 避難生活期 復興始動期 本格復興期 
～１週間 ～２週間 ～１ヶ月 ～２ヶ月 ～４ヶ月 ～６ヶ月 ６ヶ月～ 

 

本格復興期 復興始動期 避難生活期 発災 
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《行動のあらまし》 
● 市は、協議会の運営を支援する。 
● 地域復興協議会は、市と協議した結果や地区復興まちづくり計画等の策定状況を、地域住

民に周知する。(ニュース、市公式ｗｅｂページ、郵便、掲示、市広報を活用) 
● 協議会は、地区外避難者へも周知を行う。(他自治体の協力を得て周知) 
● 災害班拠点、避難拠点、公共施設等で日時を定めてイベント等を開催する。 

《行動の手順》(【 】内は実施責任担当課。点線枠は災害対策本部の仕事。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

各行動段階の手順と方法 
❶広報誌の作成 
❷広報掲示場所を選定して場所を確保。 
➌広報誌の内容を選別し、グループ分けするなどして
広報誌が見やすいよう配慮 

❶市は地域外避難者へ、近接自治体の広報紙、ラジ
オ、市公式ｗｅｂページなどにより周知 

❶被災者を元気づけ、地域のつながりを強化するた
め、イベント等を実施 

❷市は事務所運営費用の支援(光熱水費、通信費、有償
ボランティア) 

❸市は広報等で PR支援 
 

近接地区、周辺自治体への
情報提供 

【広報広聴課】 

被災後１～２ヶ月 

行徳地区の場合、地域整備課、臨海整備課とも調整 

３ヶ月以降 

イベントの開催 
《協議会》 

【被災生活支援本部】 

広報誌の掲示等 
(復興協議のお知らせ等） 

≪協議会≫ 

発災 

地域 
2 節2 

第 2節 地域復興協議会の支援と運営 

協議会の運営に係る支援 

主管課 
街づくり推進課 
被災生活支援本部(生活再建支援
班） 

関係部課 広報広聴課、臨海整備課、 
地域整備課 
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事
前
準
備 

◆ 他自治体との「災害時における広報活動の協力体制」を取り決める。 
 

留
意
事
項 

◆ 地域復興協議会広報の発行を支援する。 
◆ 個人情報保護の徹底。 
◆ パソコン、プリンター、広報誌の用意を市は支援する。 
◆ イベントと同時に説明会を行う等、市と協議会で連携を図る。 

検
討
課
題 

◆ 地区外の避難者の把握方法を検討する。 

発災 避難生活期 復興始動期 本格復興期 
～１週間 ～２週間 ～１ヶ月 ～２ヶ月 ～４ヶ月 ～６ヶ月 ６ヶ月～ 

 

本格復興期 復興始動期 避難生活期 発災 

 

この頁で必要な物品 
□パソコン 
□プリンター 
□各種イベントグッズ 
□記録帳 
 

□イス・テーブル 
□テント 
□ 
□ 
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※当初の建設からの追加要請 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

被災住民が地元のまちで生活再建に取り組むことができるよう、用地を確保し、応急仮設住

宅等を建設し、時限的市街地を形成する。 

あわせて市は、協議会が中核となって時限的市街地を運営する組織づくりの働きかけを行う

とともに、その運営を支援する。 

第３節 

時限的市街地の形成と運営 
 

■本節に関わる業務の関連フロー 

時限的市街地入居
希望者の把握 

必要用地の算定・ 
候補地の選定・契約 

利用可能建設物の
把握 

時限的市街地仮設
住宅の入居手続き 

運営組織の 
立ち上げと運営支援 

(第３章１節１） 

地域復興協議会の 
発足 

時限的市街地建設
計画の策定 

県への建設要請 
(応急仮設住宅） 

発災後 1 週間      1 ヶ月               3 ヶ月                 6 ヶ月 

時限的市街地 
入居方針の決定 

時限的市街地 
の建設 

時限的市街地の
形成・運営 

 

 

 

：本節の重要項目 

：本節の項目 

：他の節から参照 
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《行動のあらまし》 
● 被災住民が、地元のまちで、生活再建に取り組むことができるように、公有地、民有地、

の順位立てで時限的市街地の用地を確保する。 
● なお、時限的市街地は、応急仮設住宅、自力仮設住宅、仮設店舗、事業所、利用可能な残

存家屋から構成される。 
● 民有地については、市から土地所有者の協力が得られるように働きかけ、意向確認ができ

たら市は土地使用貸借等の契約を行う。 
 

《行動の手順》(【 】内は実施責任担当課。点線枠は災害対策本部の仕事。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

各行動段階の手順と方法 
❶街に残って住宅再建を望む住民を把握し、応急仮設住
宅等戸数と必要とする用地を算定 

❶時限的市街地は住宅や店舗等で一体に構成されるた
め、街区規模の公有地、民有地を抽出 

❶行政は市有地以外の公有地を調整 
❷民有地は、協議会との連携を図り土地所有者の意向を
確認 

❶土地使用に関する協定(契約)を締結 

協議会発足後 

時限的市街地入居希望者
を把握 

【街づくり推進課】 

土地所有者の意向打診 
【街づくり推進課、 
  公園緑地課】 

土地使用に関する 
協定(契約）締結 

【街づくり推進課】 

行徳地区の場合は、地域整備課、臨海整備課とも調整 

発災 

地域 
3 節1 

第３節 時限的市街地の形成と運営 

時限的市街地用地の確保 

主管課 街づくり推進課、公園緑地課 関係部課 臨海整備課、地域整備課 

 

時限的市街地候補地の 
抽出 

【街づくり推進課、 
  公園緑地課】 



第３章 地域協働復興 

3－25 

 

 

 

 

 

 

 

  

事
前
準
備 

◆ 地区民有地の時限的市街地候補地を予め決めておく。 
◆ 利用可能な公有地(公園や都市計画事業地など)を、市が事前に把握をする。 
◆ 候補地にかかる制限等、関係法令等の整理をしておく。 
◆ 土地使用の契約要件を事前に明確にし、契約書案、協定書案を作成しておく。 

留
意
事
項 

◆ 候補地を決めたら、事前に土地所有者の意向を確認しておく。 
◆ 候補地が決まったら、周辺住民とのトラブル防止のため公表する。 
◆ 民有地の土地所有者への協力の働きかけは、協議会とも連携を図る。 

検
討
課
題 

◆ 災害時における土地借上げ制度のルール化を検討する。 
◆ 借地料の算出及び残存物件の補償・撤去に関する契約内容を検討する。 
 

 

この頁で必要な物品 
□土地使用貸借契約書(雛形) 
□土地建物等所有者リスト 
□ 
□ 

□ 
□ 
□ 
□ 
 

発災 避難生活期 復興始動期 本格復興期 
～１週間 ～２週間 ～１ヶ月 ～２ヶ月 ～４ヶ月 ～６ヶ月 ６ヶ月～ 

 

本格復興期 復興始動期 避難生活期 発災 
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１．時限的市街地の形成イメージ 
 

 
 
 
２. 整備主体・運営主体 
 
◆災害救助法にもとづく応急仮設住宅 
・市は、応急仮設住宅の要望戸数、及び応急仮設住宅建設予定地の情報を県に伝える等、県の
補助業務を行い、県は、応急仮設住宅の供給方針決定や建設計画策定等、応急仮設住宅供与
に関する業務全般を行う。 
・時限的(仮設)市街地の整備方針は、市が原案を作成する 
・応急仮設住宅の建設は県が実施し、市は応急仮設住宅への入居者募集や運営を行う 
 
◆災害救助法以外の仮設建築物 
・県・市・地域等で連携して、事業用仮設住宅、基金等を活用するなど工夫して建設を図る。 
  

地域協働振興における時限的市街地の形成 

 

大
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区 
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点
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地
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復
興
促
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／ 

復
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中
被
害
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既
市
街
地 

オ
ー
プ
ン
ス
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公有地 ガレキ集積用地 

物資救援 
基地 

自力仮設住宅の建設 

家屋の修繕 半壊家屋 

全壊家屋 

借上 
民有地 

無被害家屋 

応急仮設住宅 

応急仮設住宅 

事業決定 

事業用仮設 

継続使用 
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《行動のあらまし》 
● 市は、時限的市街地を建設するため、市街地候補地内の残存家屋が利用可能かなどの把握

を行うとともに、協議会と連携して、建設計画をまとめ、千葉県に応急仮設住宅建設の要
請をする。 

 

《行動の手順》(【 】内は実施責任担当課。点線枠は災害対策本部の仕事。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

各行動段階の手順と方法 
❶利用可能な残存店舗及び住宅を把握し、併せて利用継
続の意向を確認 

❷地区内の店舗及び住宅の利用意向の確認 
❸上記を踏まえ、建設要望数を把握 

❶市街地形成に関わる応急仮設住宅等の配置について県
と協議 

❷地域要望等を踏まえた時限的市街地建設計画を策定 

❶市から千葉県に応急仮設住宅建設を要請 

 時限的市街地建設計画 
の策定 

【街づくり推進課、 
 産業振興課】 

地域 
3 節2 

第３節 時限的市街地の形成と運営 

時限的市街地の建設 

主管課 街づくり推進課 関係部課 産業振興課、臨海整備課、地域
整備課 

 

市街地内の 
利用可能建築物等の把握 
【街づくり推進課、 

産業振興課】 

被災後２～３ヶ月 

協議会発足後 

 

発災 

行徳地区の場合は、地域整備課、臨海整備課とも調整 

応急仮設住宅建設の要請 
【街づくり推進課】 
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事
前
準
備 

◆ 自力仮設住宅建設等への市の支援体制を確立する。 
◆ ライフラインの引き込み協定を締結する。 
◆ 建築物の設計や配置等に関する関係行政機関との協議を行う。 

留
意
事
項 

◆ 地区復興まちづくり計画等と整合を図る。 

検
討
課
題 

◆ 市独自の仮設住宅確保策を検討する。 
◆ 住宅リース会社と応急仮設住宅資材調達の協力体制を検討する。 
 

 

この頁で必要な物品 
□ 
□ 
□ 
□ 
 
 

□ 
□ 
□ 
□ 
 
 

発災 避難生活期 復興始動期 本格復興期 
～１週間 ～２週間 ～１ヶ月 ～２ヶ月 ～４ヶ月 ～６ヶ月 ６ヶ月～ 

 

本格復興期 復興始動期 避難生活期 発災 
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出典：東京都震災復興マニュアル 復興プロセス編 
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《行動のあらまし》 
● 市は、時限的市街地入居者選定方針を定めるとともに、応急仮設住宅等施設の点検を行う。 
● また、市は協議会と連携して入居者の健康維持、時限的市街地の活性化等を図る。 

 

《行動の手順》(【 】内は実施責任担当課。点線枠は災害対策本部の仕事。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

各行動段階の手順と方法 
❶市が時限的市街地入居者選定等の方針を決定 

❶入居方針により選定された入居者の手続きを市担当窓
口が実施 

❶市は協議会に働きかけ、時限的市街地入居者による、
運営組織立ち上げを誘導 

❶市街地内施設の公平な利用、維持管理、運営に関する
計画立案を支援 

❶時限的市街地の入居者の健康管理や特に一人住まい高
齢者などを福祉面で支援 

❷地域コミュニティを高めるためのイベントなどの支援 

時限的市街地入居者 
選定方針の決定 

【被災生活支援本部】 

管理・運営の支援 
【被災生活支援本部】 

被災後５ヶ月～ 

時限的市街地仮設住宅等 
入居手続き 

【被災生活支援本部】 

地域 
3 節3 

第３節 時限的市街地の形成と運営 

時限的市街地の運営の支援 

主管課 被災生活支援本部(生活再建支援
班） 

関係部課  

 

発災 

被災生活支援本部 生活再建支援マニュアル参照 

被災後２～５ヶ月 

被災後６ヶ月～ 

運営組織の結成支援 
【被災生活支援本部】 

管理・運営計画 
の策定支援 

【被災生活支援本部】 
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事
前
準
備 

◆ 時限的市街地の立ち上げを想定した、入居方針の素案を作成する。 
◆ 時限的市街地から恒久的市街地形成までのプログラムを作成する。 

留
意
事
項 

◆ 入居待ちの人は長い避難所生活で精神的負担も多くなることから、随時情報を
提供するなど入居までのフォローに留意する。 

◆ 入居者選定にあたっては、要配慮者や地域コミュニティに配慮する。 

検
討
課
題 

◆ 時限的市街地の管理運営支援策を検討する。 

 

この頁で必要な物品 
□管理運営計画書(雛形) 
□入居手続きマニュアル 
□ 
□ 

□ 
□ 
□ 
□ 
 

発災 避難生活期 復興始動期 本格復興期 
～１週間 ～２週間 ～１ヶ月 ～２ヶ月 ～４ヶ月 ～６ヶ月 ６ヶ月～ 

 

本格復興期 復興始動期 避難生活期 発災 
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土地区画整理事業や市街地再開発事業など法定事業地区について、権利者と市で個
別事業計画を策定し、復興まちづくり事業を進める。 

第４節 

復興まちづくり事業の実施 
 

■本節に関わる業務の関連フロー 

地域復興協議会の 
発足 

都市計画決定 

地区復興まちづくり 
計画等の策定 

都市復興基本計画の
策定・公表 

(第３章１節１） 

復興まちづくり事業の

推進 

(第２章３節３） 

(第２章３節４） 

復興事業計画の 
作成 

発災後 1 週間    1 ヶ月         3 ヶ月         6 ヶ月 

 

 

 

：本節の重要項目 

：本節の項目 

：他の節から参照 
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《行動のあらまし》 

● 都市復興基本計画に位置づけられた事業について、個別事業計画を策定し、復興まちづく
り事業を進める。 

● 事業計画の策定にあたっては、権利者と協議の上、進める。 

 

《行動の手順》(【 】内は実施責任担当課。点線枠は災害対策本部の仕事。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

各行動段階の手順と方法 
❶市は権利者等と協議を行い、事業計画を作成 
❷協議会や周辺住民に計画の説明を行い、意見交換 
 

❶都市計画を決定 

❶事業認可、財源措置等、必要な諸手続き 

❶権利者等と協議しながら復興まちづくり事業を推進 

地域 
4 節1 

第４節 復興まちづくり事業の実施 

復興まちづくり事業の実施 

主管課 街づくり推進課 関係部課 臨海整備課、地域整備課 
都市計画課 

 

 

 

発災 

行徳地区が対象の場合、地域整備課、臨海整備課と
調整 

都市計画決定 
【街づくり推進課】 

事業計画の作成 
【街づくり推進課】 

復興まちづくり事業 
の推進 

【街づくり推進課】 

事業認可及び 
財源措置手続き 

【街づくり推進課】 

被災後 6ヶ月以降 

被災後 6ヶ月以降 

被災後 6ヶ月以降 
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事
前
準
備 

◆ 復興に関する事業制度や特例措置を把握しておく。 

留
意
事
項 

 

検
討
課
題 

 

発災 避難生活期 復興始動期 本格復興期 
～１週間 ～２週間 ～１ヶ月 ～２ヶ月 ～４ヶ月 ～６ヶ月 ６ヶ月～ 

 

本格復興期 復興始動期 避難生活期 発災 

 

この頁で必要な物品 
□ 
□ 
□ 
□ 

□ 
□ 
□ 
□ 
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被災後のスムーズな地域協働復興に向けて、平常時から復興まちづくりとは何か、
どのような手順・方法で進めるのかについて周知を図り、復興まちづくりの意識醸
成を図ることが重要である。 
普及啓発により復興まちづくりに関する共通認識が図られた地域に対しては、地域
と行政及び専門家が連携して進める地域協働復興を模擬体験する訓練を実施する。 

第５節 

地域協働復興に向けての事前対策 
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《行動のあらまし》 
● 地域協働復興に向けて、震災復興に係る取り組みの周知を図り、復興まちづくりの意識醸

成を図る。 
● 復興まちづくりに関する共通認識が図られた後、地元組織を通じて震災復興模擬訓練を実

施する。 

 

《行動の手順》(【 】内は実施責任担当課。点線枠は災害対策本部の仕事。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

各行動段階の手順と方法 
❶防災関連行事において、パンフレットによる市民周知
の実施 

❶地域の復興への意識醸成度合いの確認 
❷該当地域の地元組織などに趣旨を呼びかけ 
❸震災復興模擬訓練の実施  

行徳地区が対象の場合、地域整備課、臨海整備課と
調整 発災 

発災前 

地域協働復興に関する 
周知 

【地域防災課、都市計画課】  

地域 
5 節1 

第５節 地域協働復興に向けての事前対策 

地域協働復興の周知 

主管課 地域防災課、都市計画課 関係部課 街づくり推進課、臨海整備課、
地域整備課 

 

震災復興模擬訓練の実施 
【地域防災課、都市計画課】 
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事
前
準
備 

◆ 訓練の実施に備え、「震災復興模擬訓練の手引き」等を作成する。 

留
意
事
項 

◆ 市民周知の際は、復旧・復興の流れを分かりやすく説明することに留意する。 
 

検
討
課
題 

◆ 訓練実施時の範囲や規模を検討する。 
◆ 訓練を行う際は、専門家等の協力を得て進めることも検討する。 
 

 

この頁で必要な物品 
□ 
□ 
□ 
□ 
 
 
 

□ 
□ 
□ 
□ 
 
 
 

発災 避難生活期 復興始動期 本格復興 
～１週間 ～２週間 ～１ヶ月 ～２ヶ月 ～４ヶ月 ～６ヶ月 ６ヶ月～ 

 

本格復興期 復興始動期 避難生活期 
 発災 発災前 


